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海南市男女共同参画推進条例逐条解説 

 

１．条例の名称 

『海南市男女共同参画推進条例』 

 

条例の名称は、条例の目的や理念が適切に反映され、内容を端的に表

し、誰にでもわかりやすいことが重要です。 

家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において男女が

共に参画すること、そして政策や方針などの企画・立案・決定などの過

程に男女がともに携わることが必要不可欠です。このことから、男女共

同参画をこれまで以上に進めるため、市、市民、事業者が一体となって

取り組むことがより明確に伝わるような名称にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例とは：地方公共団体が制定する法形式 

・日本国憲法第 94条及び地方自治法第 14 条 に基づき、地方公共

団体によって制定される法形式のことです。 

 

・都道府県や市町村は、国の法令（法律・政令・省令）とは別に

条例を制定することができます。 

 

・条例を定めることで、住民に対して義務を課したり、権利を制

限したりすることが可能になります 。 

 

・条例で定められる事項は、地方公共団体の事務に関すること、

かつ、憲法や国の法令（法律・政令・省令）に反しないことが

必要になります。 

 

・これに反して条例を制定した場合は無効となります。 
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２．目的 

第１条 この条例は、市における男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、市並びに市民及び事業者（以下「市民等」という。）の責務

を明らかにするとともに、市の男女共同参画の推進に関する施策（以

下「男女共同参画施策」という。）の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、すべての人が互い

の人権を尊重し、自分らしい生き方を選択できる男女共同参画社会を

実現することを目的とする。 

 

男女共同参画社会を実現するためには、市並びに市民及び事業者が、

それぞれの役割を自覚し、主体的かつ積極的に取り組んでいく必要があ

ります。 

人口減少・少子高齢化の進展、共働き世帯や単身世帯の増加といった

ライフスタイルや家族形態の変化、また、それに伴う地域社会の担い手

不足による活力の低下等といった社会環境が変化している状況を踏ま

え、市並びに市民及び事業者のそれぞれの役割を明確にした上で、男女

共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進し、すべての人が互い

に人権を尊重しながら、職場、家庭生活、地域活動等様々な分野におい

て、その個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現が求められて

います。 

また、昨今、セクシャルマイノリティの方への理解や生きづらさを解

消する取組が注目されています。条例制定に際しては、その重要性を十

分認識した上で検討を進め、この条例では、依然として男女の区別を前

提とした差別が残っている状況を踏まえ、男女の固定的な役割分担意識

など、男女間の格差解消等に焦点を当てています。 

 セクシャルマイノリティの方への理解促進や差別解消については、女

性の人権やこどもの人権、障害者の人権などとあわせ、本条例とともに

制定した人権尊重のまちづくり条例により対応する人権課題として位置

付けています。 
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○海南市では、男女共同参画社会の実現に向けて、海南市男女共同参

画基本計画に基づき取組を進めてきました。第 4 次計画策定時の市

民意識調査の結果、固定的な性別役割分担意識を持つ人の割合は、

前回より減少していますが、目標値の 15%以下に向けて取組を継続

する必要があります。 

また、平等と感じる割合を男女差で比較した場合、女性の方が家庭

生活では 12.8％、職場では 8.8％、地域活動では 9.6％と少ないとい

う結果も出ており、これらの結果を踏まえて、様々な場面での男女

平等への理解のため、取組を継続する必要があります。 

成果指標 
第３次 

計画策定時 
第４次 

計画策定時 
目標値 

固定的な性別役割分担意
識を持つ人の割合 

33.2% 21.3% 15.0%以下 

男女の地位は
平等になって

いると思う人
の割合 

家庭生活 33.7% 

34.4% 

（男性 41.7%） 

（女性 28.9%） 

40.0%以上 

職場 20.1% 

21.8% 

（男性 26.8%） 

（女性 18.0%） 

25.0%以上 

地域活動
の場 

38.2% 

34.3% 

（男性 39.6%） 

（女性 30.0%） 

40.0%以上 

 

これまでの取組結果 
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○令和４年時点の共働き世帯は、専業主婦世帯の３倍近くとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人生 100年時代を迎え、家族の姿は変化し、人生は多様化していま

す。昭和 60年には全世帯の４割を占めていた「夫婦と子供」の世

帯は、令和２年時点では全体の 25％となり、単独世帯とひとり親 

世帯が全体の約半数を占めるようになりました。 

 

 

 

共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移（妻が 64 歳以下の世帯） 

家族の姿の変化 

 

 
（備考） 
１．昭和 60 年から平成 13 年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、平成 14 年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。 

「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、調査方法、調査月等が相違することから、時系列比較には注意を要する。 
２．「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成 29 年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者） 

かつ妻が 64 歳以下世帯。平成 30 年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び 
失業者）かつ妻が 64 歳以下の世帯。 

３．「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者（非正規の職員・従業員を含む）かつ妻が 64 歳以下の世帯。 
４．平成 22 年及び 23 年の値（白抜き表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 
５．労働力調査では令和４年１月分結果から算出の基礎となるベンチマーク人口を令和２年国勢調査結果を基準とする推計人口に切り替えた。

当グラフでは、過去数値について新基準切り替え以前の既公表値を使用している。 

出典：内閣府 R5 男女共同参画白書 

 

出典：内閣府 R5 男女共同参画白書 
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３．定義 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れた上で等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受す

ることができ、かつ、共に責任を担うことができることをいう。 

(2) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。 

(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の

団体をいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者その他親密な関係にある

者（配偶者であった者その他親密な関係にあった者を含む。）から

の身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力をいう。 

(5) セクシャルハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個

人の生活の環境を害すること、又は性的な言動を受けた個人の対応

により当該個人に不利益を与えることをいう。 

 

条例の中で用いる用語の定義を行い、次条以下の用語の解釈の統一を

図るものです。 

第１号 男女共同参画 

男女共同参画社会基本法第２条第１号の定義に準じて規定してい

ます。「社会の対等な構成員」とは、男女双方とも本質的に社会の

責任ある構成員であり、男女が権利、義務の対等な関係を持ってい

るということを示します。 

「活動に参画する機会が確保され」とは、単なる参加ではなく、

より積極的に政策・方針の企画・立案・決定の過程へ加わることで

す。 

「等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うこと」とは、男女という性別によ

って利益に違いが生じず、男女が個人の能力によって均等に参画す

る機会が確保されることにより、個人の能力に応じて均等に利益を
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享受できることです。また、男女という性別によって責任の担い方

に違いがなく、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担うと

いうことです。 

 

第２号 市民 

市内に居住する人だけでなく、市内の学校等で学んでいる人、市内

の事業所で働いている人も市民に含めます。 

学校等とは、学校教育法第１条で規定する学校（幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大

学及び高等専門学校）のほか、専修学校などの教育施設も含みます。 

 

第３号 事業者 

営利・非営利を問わず事業を行う者であり、会社（株式会社、合名

会社、合資会社、合同会社等）、会社以外の法人（社団法人、財団法

人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等）、個人事業主等

をいいます。 

 

第４号 ドメスティック・バイオレンス 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、事

実婚を含む配偶者及び元配偶者からの暴力と定義されていますが、交

際相手からの暴力であるデートDVを含めるため、加害者の定義を「配

偶者その他親密な関係にある者」とします。 

また、暴力には様々な種類があり、殴る蹴るといった身体的暴力だ

けでなく、嫌がらせや暴言といった精神的暴力、望まない性行為の強

要といった性的暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力等も含み

ます。 
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第５号 セクシャルハラスメント 

性的な話をする、容姿や身体的特徴について話題にするなどのほ

か、身体への不必要な接触、性的関係の強要及びわいせつな写真の提

示等、相手の意に反した性的な言動・行動により相手に不快感や不利

益を与えたり、生活や就業の環境を害したりする行為をいいます。職

場だけでなく、学校や地域などでの行為も対象となります。 

セクシャルハラスメントは、異性間だけでなく、同性に対して行わ

れるものも対象となります。また、被害者の性的指向や性自認にかか

わらず対象となるため、セクシャルマイノリティへの差別的発言も含

まれます。 

  ※性的指向 恋愛または性愛がいずれの性別を対象とするかという

こと。 

  ※性自認  性別に関する自己意識。 
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４．基本理念 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うも

のとする。 

(1) 誰もが、個人としての尊厳を重んじられ、性別による差別的な取扱

いを受けることがなく、その個性と能力を発揮する機会が確保され、

自らの意思により多様な生き方を選択できること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行が、社会

における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことのないよう配慮

されること。 

(3) 誰もが、社会の対等な構成員として、市の政策及び社会のあらゆる

分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れること。 

(4) 誰もが、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家

庭生活において、また職場、地域その他の社会生活において対等な立

場で参画できること。 

(5) 誰もが、性に対する理解を深め、妊娠、出産等の性及び生殖に関す

る個人の意思を尊重するとともに、生涯にわたり安全かつ健康な生活

を営むことができるように配慮されること。 

(6) 誰もが、ドメスティック・バイオレンス、セクシャルハラスメント

その他の性別に起因する暴力を受けることがなく、個人として尊重さ

れること。 

 

市並びに市民及び事業者が、条例に定められている責務を果たす上

で、共通する基本的な考え方を示します。 

 

第１号 個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、

「人権の尊重」は、男女共同参画社会を形成する上でその根底をなす基

本理念となっています。一人ひとりの個性や特性があることを互いに認

め合い、誰もが個人としての人権が尊重され、性別にとらわれることな

く自らの選択によって人生を設計できることが、ますます重要となって

います。 

なお、「性別による差別的取扱いを受けることなく」とは、差別の意
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図の有無にかかわらず、また、「直接差別」だけでなく、性別に直接関

係のない措置でも、結果としてどちらかの性が不利益になる場合の「間

接差別」による取扱いを受けないことを含むものとします。 

例えば、荷物を運搬する業務を内容とする職務ではあるが、運搬等を

するための設備、機械等が導入されており、通常の作業において筋力を

要さないにもかかわらず、人材募集の際に、選考基準として身長、体

重、体力を要件とした場合、女性が排除されることにつながる可能性も

あり、間接差別にあたると考えられます。 

 

第２号 第１号に規定している「自らの意思により多様な生き方を選

択」するにあたり、社会においてそれを阻害する制度または慣行が未だ

に残っています。令和４年度版男女共同参画白書（内閣府）において

も、現在の税制や社会保障制度が、高度経済成長期以降のいわゆる「男

は仕事、女は家庭」という核家族や専業主婦を前提にした考え方である

とも指摘しています。また、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」

という意識から、職場や地域などの社会においてお茶出しや片付けなど

補助的な仕事を女性が行うことが慣行となっている場合があります。こ

うした制度や慣行が、社会における活動を選択する際に、影響を及ぼさ

ないように配慮される必要があります。 

 

第３号 男女を含む性別にかかわりなく、誰もが社会の対等な構成員

として、政治・行政、経済活動、地域活動、教育などのあらゆる分野に

おける活動に参画することはもとより、企画・立案・決定の段階に参画

することが重要です。様々な視点が欠けてしまうことで、その性別の人

が安心して生活できる環境でなくなってしまうことが考えられるからで

す。 

例えば、災害時の復興や避難所運営に関する意思決定において、女性

の参画により多様な意見が取り入れられることが、安心した環境づくり

に重要であると考えられます。 
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第４号 共働き家庭の増加や就労形態の多様化が進む状況の中、家

庭、職場、地域その他のあらゆる分野に参画するためには、家庭内での

相互の理解や協力に加え、社会の支援も不可欠になります。例えば、

「家庭分野」における社会の支援では、保育・介護サービスの充実や、

育児や介護を担っている労働者の就業環境等の整備が必要であり、男女

共同参画社会を実現するためには、個人の問題だけでなく、社会の問題

として様々な体制や環境の整備を行っていく必要があります。 

  

第５号 女性の人権にかかわる考え方のひとつである「リプロダクテ

ィブ・ヘルス/ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）について示した

ものです。これは、女性自身が自らの身体と健康に関する正しい知識を

持ち、こどもを産むかどうか、産む場合はいつ何人産むのかといった、

性と生殖について自己決定する権利を持つというものであり、妊娠・出

産を含む性の問題を女性の人権にかかわる問題として捉える考え方で

す。 

女性を取り巻く環境が大きく変化している現代社会において、安心し

て産み育てられる環境を整えるためにも、生命の尊厳や性に関すること

について、男性を含め広く社会全体の意識を高め、理解を深めていくこ

とが大切です。 

 

第６号 性別に起因する暴力による人権侵害について示したもので

す。ドメスティック・バイオレンスやセクシャルハラスメントのほか、

ストーカー行為や性暴力、売買春、「女子高生等を対象とするＪＫビジ

ネス問題」など性別に起因する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害です。 
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５．市の責務 
 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、男女共同参画施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共

同参画の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。 

３ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民等並びに国及び他の地

方公共団体と連携して取り組むものとする。 

 

国の定める男女共同参画社会基本法においても、「地方公共団体は、

基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。」と定めていることから、市

は、基本理念の実現に向けた施策を策定し実施する責務を有します。 

また、施策の推進に当たっては、市民等並びに国及び近隣市町村や関

係機関等と連携を図りながら進めることが必要です。 

なお、ここでいう「市」とは、市長部局、その他の執行機関である行

政委員会（教育委員会、選挙管理委員会等）を指します。 

 

６．市民の責務 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、地域、職場その他の

社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるとともに、

市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。 

 

男女共同参画社会の実現には市民一人ひとりの理解と協力が不可欠で

あり、市民が主体的に男女共同参画の推進に努める必要があることか

ら、市民の責務を明確にするものです。また、市民は、市が実施する施

策への積極的な協力も求められます。 
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７．事業者の責務 
 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共

同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力

するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとと

もに、性別による固定的な役割分担意識を見直し、男女が職場における

活動と家庭生活における活動を両立することができる職場環境の整備

に努めるものとする。 

 

社会経済活動の中で事業者が大切な役割を果たしており、雇用の分野

における取組が重要であることから、事業者の責務を規定しています。 

勤務している会社などで性別による固定的な役割分担意識が残ってい

た場合、個人の意欲や能力等が尊重されず、男女が共に参画することは

困難な状況であると考えられます。男女共同参画の推進は「組織」とし

て取り組むことが重要です。企業において男女共同参画が進むことは、

多様な人材確保や、多様な視点からの変革による生産性の向上、そして

企業の持続的な成長につながり、ひいては地域経済の発展へとつながる

と言われています。 
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○第４次計画策定のため R３年度に実施した市内の事業所への調査

結果では、ワーク・ライフ・バランスの向上を図れるよう、現在

取り組んでいることについて、「①有給休暇の取得を促すこと」

が 92.1％と最も高く、次いで、「③長時間残業の削減や労働時間

の短縮等、働き方の見直し」79.0％、「⑤従業員に対する研修や

啓発」60.5％の順となっています。今後のさらなる取組につなが

るよう、各事業所に対して広報・啓発に努める必要があります。 

○海南市人権推進企業連絡会では、アンケート調査や役員による会

員企業への訪問を実施し、各企業における男女共同参画の推進に

つながるよう取り組みました。 

事業所調査からみる現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第 4 次海南市男女共同参画基本計画 

質問：男女がともに育児・介護をしながら働けたり、ワーク・ライフ・
バランスの向上を図れたりするよう、取り組んでいることはあり
ますか。 
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８．性別を理由とする人権侵害の禁止 

第７条 何人も、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野に

おいて、性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、

セクシャルハラスメントその他の性別に起因する権利侵害に当たる行

為を行ってはならない。 

 

「性別による差別的取扱い」や「性別に起因する暴力」の禁止につい

ては、本条例第３条（基本理念）第１号と第６号で、男女共同参画を推

進するうえでの共通する基本的な考え方として示しています。これらは

人権侵害に関わる重要な問題でもあることから、本条において禁止事項

として規定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○20歳を祝う会来場者へのデート DVに関する啓発チラシの配

布を行ったほか、「女性に対する暴力をなくす運動」期間

（毎年 11月 12 日～11月 25 日）に合わせて、市役所玄関ホ

ールでの特設スペースの設置や、スーパーマーケットでの

街頭啓発活動等を行いました。 

   

 

海南市での主な取組例 

＜実際に配布した啓発チラシ＞ 
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９．公衆に表示する情報に関する留意 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割

分担意識及び男女間における暴力的行為を助長させるような表現又は

人権を侵害するような過度の性的表現を行わないよう努めるものとす

る。 

 

新聞、雑誌、ポスター、チラシ、テレビ、ラジオ及びインターネット

等、不特定多数に向けて発信される情報の中には、性別による固定的な

役割分担意識を前提とした表現や暴力行為を助長するような表現が見受

けられることがあります。こうした表現は、多くの市民が日ごろから目

にすることにより、当たり前のこととして社会に浸透していくおそれが

あります。 

「表現の自由」が、憲法で保障された権利として尊重される一方で、

表現される側の人権や男女の平等についても、憲法上の権利として保障

されるべきであるため、市内の公共の場に表示される広告物などについ

て留意します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇様々な場面で、男女ともに参画している様子を表示することは、

性別による固定的な役割分担意識を生まない表現と言えます。市

の広報紙、ホームページについても表現に留意していきます。 

  
 

固定的なイメージに偏らないよう配慮したイラストイメージ 

（内閣ホームページより） 

 

性別による固定的な役割分担意識を生まない表現 
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10．市民の理解を深めるための措置 

第９条 市は、男女共同参画の推進について市民等の理解を深めるため、

情報を提供し、広報及び啓発活動を行うものとする。 

 

男女共同参画を進めていくためには、市民がまず関心をもち、男女が

共に参画することの必要性や身近なこととしての理解を深めることが重

要です。そのために広報やホームページ、ＳＮＳによる発信や、男女共

同参画に関する意見交流を行う研修会や講演会など、様々な手法による

啓発活動を行うことが必要です。 

 

11．市民等に対する支援 

第 10 条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等に対し、

情報提供その他の必要な支援を行うものとする。 

 

 男女共同参画社会の実現のためには、市だけでなく、市民、事業者、

市民団体等、様々な主体の参画と協働による取組が重要です。 

 市民等に対する支援として、市の収集した情報の提供・発信、市民等

が企画・実施する事業への助成、各種相談事業の実施等が該当します。 

 

12．情報の収集及び調査 

第 11 条 市は、男女共同参画施策を策定し、効果的に実施するため、男

女共同参画に関する事項について、情報の収集及び調査研究を行うもの

とする。 

 

地域の実態に即した施策を策定し実施していくためには、市民等の意

識や現状を把握することや、男女共同参画に関する国・県の動向など必

要な情報を幅広く収集し調査研究することが必要であるため、市は、情

報の収集及び調査を行います。 
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○男女共同参画講演会の参加者アンケートでは、9割以上が男女共

同参画への関心や理解が深まったと評価しており、充実した内容

であったとの声が多数寄せられました。 

○男女共同参画ワールド・カフェでは、市民と市職員が意見交流を

行いました。 

○避難所運営とコミュニティ形成に関する研修会では、「難しく考え

ていたが自分達にも出来そう」といった前向きな声が多く上がり

ました。また、研修会後に、内容や気づきを基に啓発チラシを作

成し、地域で活動する７団体の会員と共有しました。 

 

海南市での主な取組例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

＜R5 年 男女共同参画講演会＞ 

＜R4 年 男女共同参画ワールド・カフェ＞ 

   

＜R4 年 避難所運営とコミュニティ形成に関する研修会＞ 
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13．苦情及び相談への対応 

第 12 条 市は、市が実施する男女共同参画施策若しくは男女共同参画の

推進に影響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画の推進を妨げる行為について、市民等から苦情又は

相談があったときは、国、県及び関係機関と連携して適切な措置を講ず

るものとする。 

「性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を妨げる行

為」とは、「性別を理由とする人権侵害の禁止（第７条）」の「性別に

よる差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシャルハラ

スメントその他の性別に起因する権利侵害」のことであり、これらに関

する相談があったとき、あるいは、市が実施する男女共同参画の推進に

関する施策に対する意見等があったとき、市は、市の関係各課、国や

県、警察等の関係機関と連携を図り、適切に対応する必要があります。 

本市では、相談窓口の設置について、広報紙や、市のホームページ、

各種パンフレット等を通して、市民に広く周知を行っていますが、今後

も様々な機会をとらえて周知に取り組んでいきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口の認知度 

成果指標 
第３次計画 

策定時 

第４次計画 

策定時 
目標値 

相談機関・窓口を知っている

市民の割合 
― 26.5% 35.0%以上 

 

〇 令和３年度に実施した市民意識調査によると、「人権や男女共同参

画に関する悩みや困り事について相談できる公の機関や窓口をご存

じですか」という質問に対し、「知っている」と答えた人は 26.5%と

なっています。 

〇 人権を侵害する行為を未然に防いだり、被害にあっている人を適

切な支援につないだりするため、相談・支援体制を整える必要があ

ります。困り事があれば相談していただけるよう、相談先の広報・

周知と相談窓口の確保に努めるとともに、国・県の相談機関や人権

擁護委員による相談事業との連携を深める必要があります。 
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主な相談窓口 

 

〇 法務局の職員や人権擁護委員が人権に関する相談を受け付けています。

相談方法は、上記のとおり、電話、窓口、インターネットがあります。 

 また、日本語を自由に話すことの困難な外国人のために、「外国人人権相 

談ダイヤル」や「外国人のための人権相談所」等も開設されています。 

〇 本市では、６月１日の人権擁護委員の日などに、人権擁護委員による 

特設人権相談所を海南保健福祉センター、住民センター、下津防災コ 

ュニティセンターの３か所で開設しています。 

〇 その他、性暴力被害者支援センター和歌山「わかやま mine」や、県や警

察で実施している相談窓口についても周知を図るため、海南 nobinos等

の市内主要公共施設の女子トイレ等に相談カードを設置しています。 

〇 和歌山県ジェンダー平等推進センター“りぃぶる”では男女共同参画 

相談員による相談窓口のほか、LGBTQ相談（電話・面接）等も開設され 

ています。 



20 

 

14．男女共同参画推進委員会 

第 13 条 男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、

海南市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画の推進に関すること。 

(2) 男女共同参画の推進に係る基本的計画の策定及び推進に関するこ

と。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画施策に関し市長が必要

と認める事項 

３ 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 男女共同参画に関する団体に属する者 

(3) 市内の事業所の代表者 

(4) 公募による者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

 本市の男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、 

地方自治法の規定による附属機関として海南市男女共同参画推進委員会

を設置します。 

 

15．委任 

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

本条は、この条例の施行について、その他必要な事項は市長が別に定

めることを規定しています。 
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16.附則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（海南市男女共同参画推進委員会条例の廃止） 

２ 海南市男女共同参画推進委員会条例（平成25年海南市条例第９号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 海南市男女共同参画推進委員会条例（以下「委員会条例」とい

う。）の規定により置かれた海南市男女共同参画推進委員会は、第13

条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

４ この条例の施行の際現に委員会条例の規定により委嘱された海南市

男女共同参画推進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、

第13条第４項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみ

なす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の

任期は、同条第５項の規定にかかわらず、同日における委員会条例の

規定により委嘱された海南市男女共同参画推進委員会の委員としての

任期の残任期間と同一の期間とする。 

 

附則として、条例の施行期日、海南市男女共同参画推進委員会条例の

廃止、経過措置を規定しています。 


